
　
日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
は
、
20
歳
に
な
っ
た

時
か
ら
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
の

納
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
学
生
に
つ
い
て

は
、
在
学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
申
請
を
ご
希
望

の
方
は
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
28
年
3
月
分
ま
で
の
申
請
を
さ
れ
て
い

る
方
で
本
年
度
も
在
学
中
の
方
に
は
、
年
金
事
務
所

か
ら
本
年
度
分
の
申
請
に
つ
い
て
確
認
の
は
が
き
が
届

き
ま
す
。
継
続
し
て
希
望
さ
れ
る
方
は
そ
の
は
が
き

を
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

●�

申
請
場
所　
保
険
年
金
課
、
旧
支
所
で
あ
る
土
山
、

甲
賀
大
原
、甲
南
第
一
、信
楽
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
、

草
津
年
金
事
務
所

●
申
請
に
必
要
な
も
の

◦�

在
学
期
間
が
確
認
で
き
る
書
類
（
学
生
証
ま
た
は

在
学
証
明
書
）

◦
年
金
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）

◦
認
印

◦�〔
退
職
さ
れ
て
学
生
に
な
ら
れ
た
方
の
み
〕
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

●�

そ
の
他　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
申
請
」の
様
式
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
平
成
28
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
額
は�

　
１
６
，２
６
０
円
（
月
額
）
と
な
り
ま
す
。

平
成
28
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
申
請
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

問
い
合
わ
せ

草
津
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課　
☎
０
７
７‐５
６
７‐２
２
２
０　

甲
賀
市
役
所　
保
険
年
金
課　
☎
６
５‐０
６
８
８
／
６
３‐４
６
１
８

問い合わせ・受付先

商工政策課　商工業振興係　☎６５-０７０９／ ６３-４０８７　　　農業振興課　農産係　☎６５-０７１２／ ６３-４５９２

問い合わせ

保険年金課　国保年金係　☎６５‐０６８８
後期高齢者医療係　☎６５‐０６８９／ ６３‐４６１８

平成
２８・２９

年度

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

�
保
険
料
率
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
の
高
度
化
な
ど
に
よ
り
医
療
費

が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
医
療
費
に
見
合
う
保
険
料
収
入
を
確
保
し
、
制
度
の
健
全
な

運
営
を
維
持
す
る
た
め
、
平
成
28
年
度
か
ら
保
険
料
率
を
改
定
し
ま
す
。
ご
理
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
平
成
28・29
年
度
の
保
険
料
率

※�

「
所
得
割
額
」
の
計
算
方
法
…
総
所
得

金
額
等
か
ら
基
礎
控
除
の
33
万
円
を
差

し
引
い
た
金
額
×
右
記
の
割
合

●�

保
険
料
均
等
割
額
の�

�

軽
減
対
象
範
囲
が
拡
大

　
被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の
総

所
得
金
額
等
が
、
次
の
計
算
式
に
よ
る
金

額
を
超
え
な
い
場
合
、
均
等
割
額
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
基
準
額
の
引
き
上
げ
に
よ
り

軽
減
対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

■
均
等
割
2
割
軽
減

　
「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
+

�

「
48
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

　
※
以
前
は
太
字
部
分
が
47
万
円

■
均
等
割
5
割
軽
減

　
「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
+

�

「
26
．5
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

　
※
以
前
は
太
字
部
分
が
26
万
円

　
そ
の
他
の
軽
減
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
平
成
28
年
度
の
保
険
料
額
は
7
月
に
郵

便
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
保
険
料
額
の
試
算

が
で
き
ま
す
。

◀
保
険
料
試
算
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.shigakouiki.jp/

seido/seido_05-03.htm
l　

信
楽
焼
お
よ
び
八
田
焼
の
関
連
事
業
所
で
5
年
以

上
就
業
予
定
の
方
に
修
学
資
金
を
貸
与
す
る
制
度
が

あ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
28
年
度
の
修
学
資
金
貸
与

学
生
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
人
員　
若
干
名

■�

就
学
機
関　
デ
ザ
イ
ン
ま
た
は
窯
業
に
関
す
る
技

術
、
技
能
な
ど
を
養
成
す
る
機
関

■
貸
与
期
間　
2
年
以
内

■
貸
与
額　
月
額
10
万
円
を
限
度
と
し
て
無
利
子
で
貸
与

■�

貸
与
条
件　
修
学
終
了
後
引
き
続
き
5
年
以
上
陶
業
関

連
事
業
所
に
就
業
し
よ
う
と
す
る
方
で
高
等
学
校
卒
業

ま
た
は
同
等
の
学
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
方

■�

資
金
返
還　
貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
は
卒
業
後

5
年
以
内
に
50
％
（
家
業
に
就
く
方
は
70
％
）
の
返

還
を
い
た
だ
き
ま
す
。

■�

申
請
手
続　
所
定
の
申
請
書
、
在
学
証
明
書
、
修

学
に
必
要
な
経
費
報
告
書
、
作
文
、
面
接
等
採
否

お
よ
び
貸
与
額
は
修
学
資
金
貸
与
審
査
会
で
決
定

し
ま
す
。

■
募
集
期
限　
4
月
15
日
（
金
）

区分
保険料率

現行
（平成26・27年度）

改定後
（平成28・29年度）

均等割額 44,886円 45,242円

所得割率 8.73% 8.94%

年間保険料
上限額 57万円 57万円

（変更なし）

問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
課　
後
期
高
齢
者
医
療
係

☎
６
５‐０
６
８
９
／

６
３‐４
６
１
８

入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額
� （平成２８年４月１日から）

一般病床・
精神病床等

療養病床
医療区分Ⅰ

（医療区分Ⅱ、Ⅲ以外）
医療区分
Ⅱ、Ⅲ

65
歳
未
満

一般所得
（平成28年3月31日まで）
一食260円

（平成28年3月31日まで）
一食260円

（平成28年3月31日まで）
一食260円

（平成28年4月1日から）
一食360円

（平成28年4月1日から）
一食360円

（平成28年4月1日から）
一食360円

低所得
（市町村民税非課税者）

一食210円
（注1）90日超で、
　　��一食160円

一食210円
（注1）90日超で、
　　��一食160円

一食210円
（注1）90日超で、
　　��一食160円

65
歳
以
上

一般所得

（平成28年3月31日まで）
一食260円 一食460円

居住費320円

（平成28年3月31日まで）
一食260円
居住費0円

（平成28年4月1日から）
一食360円

（平成28年4月1日から）
一食360円
居住費0円

低所得Ⅱ
（市町村民税非課税者）

一食210円
（注1）90日超で、
　　��一食160円

一食210円
居住費320円

一食210円
居住費0円

（注1）90日超で、
　　��一食160円

低所得Ⅰ
（市町村民税非課税者
であり、かつ一定所得
以下の70歳以上の者）

一食100円 一食130円
居住費320円

一食100円
居住費0円

※�表中の負担額引き上げ対象者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者
については負担額を据え置く。

※�平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の
負担額は、経過措置として、据え置く。

※�合併症等により転退院した場合は、同日内に再入院する者についても、経過
措置の対象として、負担額を据え置く。

（注1）��「90日超で一食160円」の適用を受けるには、申請が必要です。詳しくは、
お問い合わせください。

　入院時食事療養費および入院時生活療養費
の標準負担額について、入院と在宅療養の負担
の公平を図る観点から、一食当たりの負担額が
改正されます。
　ただし、低所得者、指定難病患者、小児慢性
特定疾病患者および、一定要件に該当する精神
病床に入院している患者の負担額は据え置かれ
ます。

入院時
食事療養費等の
標準負担額が
改正されます

■�補助対象事業者
　市内で１年以上事業を行っている法人または個人
■�募集期間　　４月１日（金）～6月３０日（木）

※�1事業につき１回限りとし、併用して申請することは出来ま
せん

※その他詳細は下記まで
※予算額に満たない場合は継続して申し込みを受け付けます

■�補助対象事業・補助金額
補助対象事業内容 補助率 補助金上限

①特産品の開発または既存の特産品を改良し、新しく商品化する事業
②�特産品の製造について、甲賀市で生産する原材料を使用し、商品化する事業
③�甲賀市の魅力発信に繋がる商品（商品名）の商品化事業 補助対象

経費の
１／２以内

• 新商品開発　
４0万円～５0万円
（開発商品による）
• 商品改良　１0万円

④販路開拓のためのＷＥＢサイト新設等（農産品に限る） ２５万円
⑤�ＧＡＰ認証取得のための経費（ＧＡＰ：食と人の安全安心を守る観点から行う農業
生産工程管理） １0万円

地域特産品で
甲賀の新しい魅力を発信

陶
業
後
継
者
育
成
修
学
資
金
の
貸
与
制
度

問
い
合
わ
せ・申
し
込
み

商
工
政
策
課　
商
工
業
振
興
係　
☎
６
５‐０
７
０
９
／

６
３‐４
０
８
７

◦地域特産品開発事業補助
◦ふるさと創業支援事業補助
　地域特性を活かした特産品の開発や販売促
進等の活動に対し、経費の一部を補助します。

6平成 28年 4月1日7 平成 28年 4月1日


